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日本措賂III学会自信文集， 12，pp.27・J8 l(四年3月
(Jour. Japanese A1;曲c::.Co回凶ZoneStudi四)

利用特性モデルに基づく沿岸 域 管 理 の二重構 造 の 必 要 性 に 関 す る 研 究

沿岸減の利用特性から見た管理システムの僧造

Studies of the Need for a Dual Structure Management System of the Coas凶 Zone

Based on an Utilization Model 

敷田麻実・

AsamI SHIKIDA 

The coaslal zone is a compJex nalural syslem consisling of a marine and a lerreslrial environmcnt. It is used 

excessively by a variety of coastal users because of ilS important resources. This study attempls 10 analyzc Ihe 

山 lizationcharacleriSlics of the coastal zone 10 formulate a Slruclural model for Ihe coaSlal zane management 

The rc日$ulISshow that the utitizations can be classified into three key calegories. namcly， induSlrial and non. 

induSlrial use， by local residents and non-local residenls， in limited numbers and largc anonymous groups. These 

user groups confliCl with each Qlher. In order 10 describe the rclalionships bclween ulilizalion， environmenlal 

proleClion and managemenl， Ihe aUlhor proposes a Iriangular py日midalmodel consisling of Ihree apexes 

representing， induslrial use， non.industrial use， and environmcntal protcction with a pinnaclc represenling the 

managcmenl. An effeclive coaslal ZQne management will strive to keep the balance between these thr田 apexcs

sased on Ihis model， the need for a dual struclure management， large and small a同 amanagemenl of Ihe coastal 

zone is inferred 

Keywords: coaslaJ lOne management， utilization model， dual Slructure management， triangJuar pyramid 

utilization modeJ 

1 はじめに

沿岩波は 水深の浅い海とそれに接続する陸を

含んだ、海岸線に沿って延ぴる細民い空間である。

そニは陸と海という性質の異なる環境や生態系を

含み、陸は海の、また海も陸からの影響を受ける

環境特性を持つ。鳥風国日本にとって、沿岸捜は

特に重要な空間である。なぜなら海岸綿を有する

市町村に日本の人口の約半分が居住し"、漁業や

海運工業立地など、さ まざまな経済産業活動

が沿岸域で行われているからである。さらに、沿

- 正会員 金沢工業大学環境ンステム工学科
〒目1-'却1石川県野々 市町鵬が丘7-1

岸域でのレジャーやレクリエーンヨン機会が増加

した最近の特徴として、身近な自然体験の場所、

余昭活動の場所としての重要性も増している。

しかし、沿岸域の環境や資源、空間には限界が

あるため、利用の増大が環境容量や空間町収容力

を超えると対立が生じる。遊漁と漁業をめぐる各

地の紛争"人プレジャーポート問題，j:.l、沿岸域

における典型的な利用者閣の対立である。さらに、

それ以外にも沿岸域環境の保全と利用のバランス

を崩した例、砂浜への4WD車の進入による海浜植

生の破損など対立の例は多い九海洋性レクリエ

ーションの増加とそれによるJ>曹の拡大は、最近



28 

の沿岸域利用における顕著な傾向である。

このような対立の根本的原因を、沿岸域の利用

や環境に関する統一的な管理ンステムがないため

とする意見は多いが。しかし、現状ではlntegrated

Coastal Zone Management (ICZM) 71剖と呼ばれる総

合的沿岸域管理は、囲内ではまだ実現していなし、

実現しない理由として、管轄が分かれ、別々に管

理されている日本の沿岸域の事情などがあげられ

る九海岸法改正が1999(平成11)年に行われ、

一部改善の動きもある。しかし、まだ管理対象区

域が海岸だけに限定されている点など、課題を残

していることも確かである刷。

一方、こうした現状に対し、沿岸域の持続的利

用の実現を目指した沿岸域管理を、制度や法令

面から分析、また提案している報告も認められ

る111111I初日。ところが、その中には沿岸域の利用

者に注目している事例は少なく、またあっても個

別の利用者聞の問題が主であり、構造的な特性分

析を試みた例は多〈ない(例としてKayand AJder 

の研究川などがある)。しかし総合的沿岸域管理

では、資源ぞ環境の管理だけではなく、利用者や

利用そのものの管理が必要になると思われる。適

切な管理を実現するためには、利用者利用形態

の分析が重要である。

そこで本研究では、今後の総合的沿庫域管理シ

ステムに関する示唆を目的として、囲内の沿岸域

利用を分析し、構造的特性を明らかにしようとし

た。特にその際に、個別利用者閣の関係ではなく、

利用特性に着眼し、構造モデルを導き出した。さ

らにその特性に基づく総合的沿岸域管理モデルに

まで展開させた。

2目沿岸域利用の情造

(1)沿岸域利用の特徴とその把握

沿岸域の利用者は多岐にわたり、またその利用

敷図

形態もさまざまである。こうした複雑な利用は多

目的利用川または多面的利用川と称される。この

状態は、目的や形態が異なる利用者が、沿岸域と

いう 一つの空間を同時に利用する状態と考えるこ

とができる。本研究では、多元論(pluralism)と同

じく、相Eに独立する多くの要素(利用)を認め、

それが沿岸成利用全体を構成しているとの考えか

ら「多元的利用」と定義する。

沿岸域利用を形態の差で分類し、各利用者聞の

関係を整理した例は、 OECDが利用別にマトリッ

クスでその関係を整理Lた例'"や海洋開発審議会

の第一次答申"などに認められる。利用形態の差

に注目することは、個別の利用者同士の調整には

有効かもしれないが、個別利用の利害を超えなけ

ればならない総合的沿岸域管理にはあまり有効と

はいえない。 当事者周士による問題解決は、特定

の利用者同士で合意形成に遣し、ほかの利用者を

排除する可能性が高い。実際、漁業者と一部の沿

岸域利用者で 「合理的な」合意に達し、ほかの利

用者を閉め出してしまう例が指摘されているへ

また、海域利用の合意形成システムについては、

当事者だけによる合意形成は初期段階の解決法で

あると松本が述べている相。 それは個別の利用調

整でパァチワーク的な解決を図るより、沿岸域全

体での問題解決が有効であることを意味する。利

用者が幅鞍する沿岸域利用を最適な状態に保つた

めには、当事者だけの解決をいくら重ねたとして

も、沿岸域利用の公平性と効率性の両方の面で不

十分である。

(2)沿岸域の利用特性とその骨類

沿津域手Ij用の調整問題では、利用者個別の相互

関係が現在までの主な分析対車であった。しかL

多元的な利用が進む沿岸域では、利用者聞の関係

は複雑化し、分析対輩としては不明瞭なものにな

ってゆくと考えられる。そこで本研究では、個別
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の利用者ではな〈、沿康成利用の特性の差に注目

し、①産業的利用と非産難的手IJ用、 ②地域住民と

非地機住民、③特定少数と不特定多数、という3

つの視点に注目した。

この3視点は、利用を目的 主体。形態から分

類するものである。ほかにもいくつかの分類視点

が考えられるが、このモデルでは、あく まで利用

を軸と Lた視点で分類を行った。

第lの産業的利用。非産業的利用という視占は、

利用目的による分顕である。産量的利用は、 言い

換えれば営利を目的とした利用であり、営利を目

的としない非産業的利用とは性置が異なる。最近

のNPO論では、営利目的の企業に対Lて非営利組

織を位置づけており円 筒者の聞には大きな隔た

りがある。

また、公共的利用という分類が想定されるが、

公共的利用もその目的から分額が可能である。港

湾建設は企業や産業町立地のために行われるの

で、産薫的な利用である。それに対して人工海岸

町造成などは、海洋性レク')エーンヨ ンのためで

あるから非産業的な利用であると考えられる。な

お、国土保全ための海岸保全事業i立、背後にある

住宅や財産を保全するという目的のためにあるの

で、正確に言えば利用ではなく、手段である。

さらに新SNAでは、公社や公団日本銀行など利

1閣を追求Lない経済主体も産業の一部としている

凶ことを考えれば、産業的利用の範囲はもっと広

〈考えても良いと思われる。もっとも、事例によ

っては公共的利用と産業的利用、私的利用の3分

類を適用することが妥当な場合もあると考えられ

るので、公共的利用という分類自体を否定するも

のではない。

第2に、地域住民の利用か非地域住民の利用か

の視点は、利用主体による分類である。地域資源

の利用に関する決定は、その地域の住民の判断を

優先することが望ましいということが最近は基本

的に認められはじめている2九 資源や環境保護を

主張する者が、地域住民かそうでないかは、諌早

南干拓やそのほかの多 くの環境保護問題で論点に

なっている点でも、利用者が地元地域に住居する

かしないかは重要である。なお、資源の所有関係

には個人所有・共有 総有などがあるうえ、それ

は時代によっても変化するので刈、利用者が地域

資源としての沿岸域を利用しているのか否かで分

類した。

第3に、特定少数か不特定多数かの視点は、利

用形態による分顕である。さ まざまな責源の利用

に際して、だれもが自由に利用できるオープンア

クセスか否かが問われる。それは、アクセスが一

定の資源を管理する場合のキーとなるからであ

る。オープンアクセスでない場合には、全く利用

を紫止している場合を除き、利用者が限られてい

て、その把撞がなされていることがほとんどであ

る。逆に責源に対するアクセスが自由に行われる

ケースでは、利用者は限定されていない不特定多

数である。このよ うに、資源管理の鍵となるアク

セスの状況による利用形態に基づいて分類する。

a)産推的利用と非産躍的利用

まず第l町分類視点は、産業的利用と非産業的

利用である。非産業的利用とは、水産業や海運

工業利用など、産業と して沿躍域を利用する行為

に含まれず、官利を目的としない個々の利用であ

る。代表的な非産業的利用は、今回の海岸法改正

でも問題になった海洋性レクリエーンヨンである

が、これは基本的に個々の利用者が営利を追求せ

ず、沿岸域を利用している.もちろん海洋性レク

リエーンヨ ン産業としての営利追求企章は存在す

るが、個別利用者という視占で判断すれば、個々

の利用は営利目的ではない。一方、漁業や海遺

書工揖用地と しての利用は、個々の利用が営利

を追求する企業体や経営体であり、明らかに営利
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的である。 この占で両者の間には明確な差がある。 域住民は、地域の沿岸域を繰り返して利用するた

非産業的利用の特徴は、①それぞれの利用が、 め、非地域住民より沿岸域の環境に関する知識や

原目1)として互いに無関係に行われる、 il利用者が 経験が一般的には豊富である。このように沿岸域

夏季を中心にした季節に集中する、③利用実態の の利用者を、地元生活圏に本拠地を持つ地域住民

数量的把握が錐しい、という点である。また非産 と、それ以外の地域から来る非地域住民の利用者

業的利用は、一時的、非連続的利用の度合いが強 に分けることが可能である。

〈、利用者の組織化は成立しにくい。一部のレク

リエーンヨンでは、協会や連盟などの愛好家同士

の団体が存在するが、情報交換や利益主張のため

の組織という性格が強〈、管理のための組織では

ない。以上の点で、沿岸域の利用は産業的利用と

非産業的利用に分類できると考えられる。

補足になるが、歴史的に見ても、今日のように

海洋性レクリエ ンヨンが活発になる以前から、

非産業的利用は行われている。たとえば海水浴は

明治時代から盛んに行われている L'刻、浜の村落

での祭りなど、沿岸域固有の民俗学的な利用は各

地で長い歴史を持って行われているωヘ

b)地域住民と非地域住民

第2の分類視点は、地域住民と非地域住民であ

る。現代の沿岸域利用で見られる顕著な傾向とし

て、地元町生活圏以外の地域から利用者が移動L

てくることがある。自家用車の利用で日常生活圏

以外への行動が培えた現代では、レクリエーショ

ンのために非住民がやってくる場合が多い諸}。沿

岸域でも、遊漁はもちろんのこと、海水浴でさえ、

地域外から自家用車や交通機関を利用して移動L

てくることが普通である。こうした利用者は、生

活の本拠地が当該沿岸域の外であり、沿岸域環境

に関する知融や意識は一般的に希薄である。

一方、漁業権や漁業協同組合単位の活動に基づ

く漁業は、地域的な利用を前提としている。また

c)特定歩数と不特定多数

第3の分類視点は、利用者の把握が可能か不可

能かの遣いである。水産業や工業用地としての利

用は、利用者が明確に把握できる特定少数である。

それは、それぞれの利用が法律や制度に基づき、

許可や認可によって個別に想敵されているからで

ある。しかし海洋性レクリエーシヨンのような利

用は、法律制度による許認可を要しないものが

多く、また多数の利用者を把揮するにはコストが

高く、個々の利用者は特定できない。

不特定多数の利用は、利用者向士が顔見知りで

ない場合がほとんどで、おEいに最低限の交流し

か行わないので、匿名性が寓い。多人数が沿岸域

で閉じ形態の利用に参加していながら、お互いを

認識しない、コミュニケーションがない状態であ

る。これは沿岸域に境界線がないことにも関係が

ある。陸上の建物や公固などのように、境界があ

り限定された空間を利用する場合と異なり、利用

者はお互いの占有空間を分離し、相Eの干渉を押

さえること古守できる。

一方、特定少数の利用は、組織化や行政的管理

によって個々の利用者が特定でき、組織内や同輩

者内で交流がある。このように、特定少数と不特

定多数の利用は、利用上の性質が異なるので区別

可能である。

沖縄における、|日暦3月3日の海下り(はまうり d)利用特性とその相互関係

などのように、生活の中で地域の海浜を利用する 沿岸波利用の構造を明らかにするために、 3つ

習慣は、明らかに地域住民による利用である。地 の視点で利用者を分類したが、さらにこの3視占
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は相互に関係している。海洋性レクリエーシヨン

は、非産業的利用であると同時に、地域外からの

利用者が多い不特定多数の利用である。日本の夏

季の代表的海洋性レクリエーンヨン(非産業的利

用)である海水浴についてみると、海水浴客は都

市部の水質が悪化した海水浴場を避けて、地方の

海水浴場を訪れている。筆者が調査した石川県の

海水浴場では海水浴客の70%が県外客(非地域住

民)であった。また、海水浴は個人単位やグルー

プ単位で行われるが、その個人問、グル}プ周で

は関係を持たない匿名性を持つ(不特定多数)。

逆の例は、産業的利用である漁業に見られる。

地先の沿岸漁業の場合、漁輩格や操業医域の関係

で、従事者は地域住民である。また漁業者は漁業

協同組合に所属し、漁業許可によって特定できる。

つまり、産業的利用と同時に地域住民による特定

少数の利用である。

(3)利用者間対立の構図

沿岸肢の限られた空間や資源を多元的に利用す

る際には、利用者向士の共存や利用調整が課題で

あるo 漁業と遊漁は周じ海面を利用するので、海

面利用で相Eの利益が対立する。また魚類資源と

いう共通の資源の配分をめぐって対峠することに

なる刻。

漁業は園内沿岸域の水深0-20mの海域308.8万

haのうちの17.5%を利用している沿岸域の主たる

利用者であり謝、最近までは漁業が海洋性レクリ

エーンヨンより置位であった。しかし、 1995年現

在、モーターボートが約2開成却聾，"あり、マリン

スポーツとしてのプレジャーポ}トブームと呼ば

れるほどの増加をみせている。その結果、遊撒に

よる沿岸域利用が急増した。産業的利用である漁

業と、非産業的利用である遊漁は、お互いに無視

できた両立関係から、利害が対立する関係へと変

化した。各地で起こる漁業と遊漁の調整問題は、

表1 沿岸域別府の分額とその相互関樺

産量的刺用‘一一一歩非産業的利用

地周住民や一一→非地域住民

特定少数←一一一歩不特定多数

その結果生じた。このような状態を、前述した沿

岸域利用の分類視点から表lに示した。

(4)利用者問調整を越えて

増加する海洋性レクリエ}ションに対して、営

利を目的で産業と Lて沿岸域を利用してきた漁業

は、縮小傾向にある。漁業生産の惇滞は、現在、

全国の沿岸漁業集落に共通する現象である問。力

関係の変化の結果、遊漁との共存に向けての恩需

が漁業者側から始まり、畳終的に共存状態に至る

モデルも考えられている刻。

しかし、どの様な状態で均簡が実現しても、両

者の存在基盤である沿岸波環境や資源は無視でき

ない。十分な魚類資源やそれを育む沿岸域環境が

存在しなければ、持続的な沿岸域利用は不可能で

ある。当事者だけによる解決は、最終的に環境や

資源に対する配日曙を欠き、共通の資源である魚類

資源の枯渇を引き起こすなど、存在基盤に対する

外部不経済を伴う。それは例えば、漁業と遊漁の

調整で、ともすれば利用者聞の調整に終始し、双

方が利用する対象資源の存在が無視される現状に

現れている。

そこで、利用の視点に環境や資源保護の存在を

加える必要が出てくる。その関係を、図lに示し

た。性質の異なる利用者同士、この場合、産業的

利用と非産業的利用の関係に、環境や資源という

要需を加えた。図1のように、三者のパランスが

とれている必要がある。Kelleher剖 dK聞 chingtonも、

オーストラリアのグレートパリアリーフでの経験

から、産業的利用である漁業と、非産業的利用で

ある観光、そして環境(保全)を三角形で関連付
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資源。環境保積

産業的利用 非産業的利用

図1 沿岸域をめくる産業的利用と非産業的利用

け、この3要素のパランスが重要であると指摘L

ている加。

非産業的利用の促進や拡大が今後も予惣される

現在、日本でもバランスをとる工夫、つまり沿岸

域の適切な管理の実現は急務である。なぜなら、

すでに産業的な利用で痛めつけられた沿岸域に、

更に環境破壊を加える危険性があるからである。

非産業的利用といえども、沿岸域の環境に与える

艇事は無視できない。たとえ一人一人の影響は小

さくても、それが多人数になった時には、 Cumu

alivc cffect (累積効果)やSyncrgeticeffect(相乗効果)

を生み出すので刷、管理や規制がされないまま、

気付かないうちに貴重な沿岸按の自然が央われる

場合が多い。

さらに、先にあげた以外の2つの視点、特定昔、

数と不特定多数、地域住民と非地域住民にも、環

境や資源保護の要素を組み入れることができる

(図2)。そしてこの3つの三角形が3っとも、それ

ぞれにパランスがとれている状態であることが、

沿岸域管理の目標となることが望ましい。パラン

スをとるためには管理 (management)の要曹が必

要になるが、それは三角形の頂点かちから直線を

上方へ伸ばし、それが交わってできる三角錐で表

すことができる。 三角錐の頂占が管理である。こ

の三角錐がパランスよく保たれることが、沿岸減

における共生状態の実現であるが、そのためには

，~塵情的問問 不精定多叡

ム ム
ム

制白血事佳B 掠It!'眠佳自

図2 沿岸織の利用特性と珊境の間保

管理

般国

車銭的利用
非産業的利用

資車環噴保鰻

図3 菅理要素を含んだ沿摩滅の利用と曙境の間部

利用者問調整の壁を越える必要がある。

3 沿岸域管理(J)二重構造

(1)沿岸域的現燃と沿岸域管理の必要性

圏内の沿岸域では環境の改変が著1..<、沿岸績

環境の将来は、決して楽観視できるものではない。

自然海岸の喪央は続き、日本の海岸線のうち人工

構造物がない自然海岸は、全体の55%を残すのみ

である則。また、その重要性がようやく認識され

始めた干潟も減少し続けている。環境庁の調査に

よれば、現存する園内の干渇は51，462haであ 旬、

l倒5(昭和20)年の干潟面積の82.621haと比較す

ると、どれだけ多くの干潟を失ったかがわ かる

刊。また埋立による自然海岸の喪失 水質汚染

廃棄物の蓄積など、沿岸域の荒廃も著しい則 釧鋤

'"ド..。
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前述したように、今までの産業的利用に加えて、

最近の非産聾的利用の増加はめざましい。その結

果、沿岸域の多元的利用が拡大し、利用者問調整

の必要性も高まっている。このように、沿岸捜環

境の悪化が進む一方で、手IJIIlが拡大している。そ

のため沿岸域利用のパランスだけを考えるのでは

なく、環境保全と利用者聞のパランス調整の両立

が求められている。つまり「沿岸域におけるさま

ざまな問題を横断的に扱い、沿岸践の環境や資源

の持続的利用 (suslainableuse) や賢明な利用

(wisc u詑)を目指す」ことが謀題である。

この実現のためには、沿岸域の利用資諌環

境という 、沿岸峨とそこでの人間活動全体を管理

しなければならない。H回 Iy副咽 Zinn..lが指摘する

沿岸蛾管理の総合的プランニノグ (comp陀 hensive

planning)が必要であろう。では総合的プランニ

ングとは何か。それは、沿岸蛾管理のンステム化

にほかならない。確立した制度やシステムとして

沿岸域管理を進めることである。 このような管理

ンステムおよび官理的手順は、繰り返し研究者の

聞で議論されているが、 Pickeringの主張 「沿屠域

管理は、現状の杷僅から始まり、管理方針を決定

し、ゾーニングなどの手法的採用を決め実施に移

す。そしてそれを評価して、またフィードパック

する系統的な流れである」 ω に要約されている。

一方、沿岸波菅理に関する圏内の研究では、松

岡・"が「沿岸肢を保全とIli憾のパランスをとりな

がら総合管理するシステムjについて言及してい

る。また沿岸域での新しい空間概念の成立と、そ

こに社会的条件経済的条件を加え、空間内で有

機的に関係させることに北見附は曹及Lた。

こうした考え方は、陸按と海捜を分離した議論

の不完全さを批判し、さらに利用と環境保全のパ

ランスの霊要性を指摘している。 これは、陸域の

土地利用と海域利用の両方を総合的に考え、開発

と保全を計画し、将来的にも有効に利用しようと

するのが沿岸域管理であるとする松向・"の主張と

一致する。そして重森ωが示唆する、沿岸域を一

体でとらえ、環境保全をベースに総合的に管理す

る政輝が国内でも必要とされている。

(2)狭域管理と広域管理

総合的沿岸域管理のためには、沿岸域の利用特

性を認識し、利用と環境との関係も考慮する必要

があると述べた。沿岸域利用の特性を考慮しない、

個別の利用鯛整では沿岸域の総合的管理は実現し

ない。また環境や資源を知視した管理も持続性は

ない。そこで前述した利用特性分析の結果に基づ

き、沿偉績菅理の構造を考える。

a)狭域管理の恨槌

沿岸域の利用町中でも漁業者のように生活基盤

を沿岸峻に負っている地法住民の存在は、ほかと

は一線を画する。漁業者は生活や経済活動のため

に沿岸域の存在が不可主である。それは沿岸成の

存在が不可矢な利用(沿岸域がなくては暮らせな

い、家計を維持できない)である。逆に非地域住

民は、沿岸域がなくても生活経済活動を維持で

きる。この点で、沿岸域に依存する地域住民によ

る利用と、非地域住民の利用とは区分すべきであ

る。これはDill聞が述べた沿岸按従属関尭 (c幽凶

dependent development)と沿岸域独立開尭 (non-

C曲 staldependcnt devel叩m酬)O}を区別し、従属開

発を優先することである。そのためには、沿岸竣

に依存する地鼠住民のコミュニティーを、沿岸按

菅理の基本的な単位とすることが必要になる。一

般的に、そのような沿岸コミュニティ は、集落

や地区などの狭い地域単位で形成されている。そ

こで、沿岸域管理の基本単位としては、狭域の管

理が妥当であると思われる。

沿岸コミュニティーの置先は、海外の研究や実

践でも認められている。1992年のUNCED(Unit国
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でも、沿岸域の資源に依存した、経済的な昨響を

畳けやすい島棋や過疎地域のコミュニティ ー

(exceptionally dependent c岨阪Ic酬 mumt1田)への配

目置を求めている州。地域住民(特定少数の利用)を

沿埠埠利用の中で尊重する沿岸t量管理が必要であ

るし、地按住民による意志決定システムを確立す

ること も重要である。 ただし狭い地域の資源や沿

岸波環境を、地元町沿岸域コミュニテイが管理す

る際には、産量的利用だけではなく.地域内に利

用の本拠地を持つ、プレジャーポートなどの非産業

的利用の存在をどう組み込むかという課題がある。

なお狭域での管理方法に関しては、漁業集落に

おける前浜町菅理など、伝統的管理手法を利用す

ることもできる。従来から機能している管理附庄

の利用は、関係者の合意の下であれば正当性があ

るし州、漁業資源の管理では、評価の高い伝統的

な管理方法の例もある則。

ところで沿岸級資源依存型のコミュニティーは

囲内では主に禍村であり、そこに住む漁業者が沿

岸械管理の主体になる可能性が高いと思われる。

この点で、浜本が主張する、漁章者は地先の沿偉

域を熟知Lており、慣習的にも安当なので、「地

先権」として管理してはという主張'"も理解でき

る。しかし、 現在のよう に生産優先志向の漁業権

による既得権の主張だけでは、ほかの沿岸域利用

者との意見の一致は離しい。今挫の沿岸域管理で

は、漁難者も利用者の一員として権利内在的義務

を果たしながら、総合的な管理に書加することが

求められる。

最怯に、特定合数による利用であっても、エ聾

用地造成のための埋立や外来型産量の立地など、

便益の峨外へのリークが多〈、地域住民の利用と

利害カ吋す立する利用を優先させるべきでないこと

は、囲内沿岸捜の改変の歴史を見れば明らかであ

る"】紛H・m。

1¥図

b)広域管理の重要性

しかし狭成管理だけで、最適な沿岸域管理が実

現できるかといえば、不十分であると言わざるを

得ない。

まず沿岸域には海水があり、 影響範囲が拡大し

やすく、より広蟻的な解決が求められる。生態学

的には、海水自体が動き、生物の分布が一定地域

に限定できないという条件もある則。 また沿串域

の汚染負荷は、陸上起源のものが多く 、河川を通

して流入するニとが多いが、河川の影響が及ぷ沿

岸域は広域にわたる。例えば、海岸のゴミ問題に

ついても、移入してくるゴミが目立ち刻、やはり

広域的な解決が必要である。さらに、海洋性レク

リエーンヨンに代表される沿岸域の非産業的手1)用

では、利用者が地元地域以外から移動してくるこ

とが多い。 このような利用者を務視できない現在、

広蛾管理の必要性は高い。 また地域住民と非地蛾

住民の対立調整に有効なのは広域的管理である。

加えて、広域管理が必要とされる理由は、狭峨

での決定により、地域外の沿岸嫌にも影響が及ぶ

こともあり得るからである。 J.!E立事業の外部不経

済が地域外に及ぶこと則などはこの例であろ う。

さらに‘管理上町環境基準作りなどは広按で実施

しなければ意味がなし この占でも広域管理が適

している。

ところで、このような広域の管理は誰が行うの

であろうか。 Kayand Aldedi管理対象区域の広さ

によ って管理主体を分類し、より広t披量の菅理は政

府によ つて行うと整理している

環境の場合も広域で大規模な資源の官理は、国や

広域自治体にゆだねられている現状があり、また

そのような要望もある刻側目。しかし本論文では、

広域の菅理主体を固レベルではな〈、海蝕特性に

応じて都道府県レベルの地方自治体にすることを

提唱しておきたい。その理由は、国レベルで上か

らの管理を行う場合、資源に対する責任感を失い、
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資源を持取対車と Lてしか見られなくなるからで

ある。このような例は、固有化による森林の崩犠

をおこしたネパールの例など多くあ る刷。なお、

管理主体が誰になるべきかについての詳細な織論

は、本繍の目的からはずれるので、別の機会とし

たい。

以上のように、最小単位としての狭竣管理とと

もに、利用 環境管理面のすべてに広域管理の

必要が認められる。そのため、総合的沿岸域管理

は、広域管理と挟域管理の二重構造をもって進め

る必要があると考えられる。

4 結論

本研究では、今後の総合的沿岸捜管理ンステム

に関する示唆を目的と Lて、圏内の沿岸峨利用特

性を分析した。そして個別の利用者ではなく、沿

岸地利用そのものの特性の差に注回して分析分

顕した。

その結果、第lに沿岸域の利用は、産業的利用

と非産業的手IJ用に分類できる。漁業のように沿岸

域を優先的に利用してきた利用者に対L、最近は

海洋性レクリエーンヨンなどの非産業的利用が増

加し、 対立が起こっている。

第2に、以前からあった地減住民による沿岸域

利用に対し、交通機関の充実や自家用車の普及に

伴って非地域住民の利用が増加している。その結

果、地域住民と非地按住民の聞で、沿岸竣をめぐ

る対立が起きている。

第3に、利用者が特定できる特定少数と、不特

定多数の利用者間で対立が起こ っている。海洋性

レク リエーションのような不特定多数の利用者は

匿名性が高〈、また相互コミュニケーションがな

いので、管理上の問題が起きやすい。

以上の視点からの分類は相互に関係しており、

不特定多数の非地域住民による非産業的利用と、

特定少数の地域住民による産業利用の対立が沿岸

波で起こっていることを明らかにLた。さらに、

特性別に利用のパラ ンスをとるだけではなく、そ

こに環境や資源の要素を加えた三角形のバランス

をとる必要性を示した。

次に本研究では、利用特性を前提に した総合的

沿岸波菅理の情遣を提案した。それは、挟捜と広

成の二重構造の沿岸域管理である。地域住民のコ

ミュニティー単位で行われ、地域住民による沿岸

域従属利用を優先し、地続特性に見合う管理が狭

域の管理である。それに対して、不特定多数の利

用や広域的に影響が及ぶ環境問題の解決は広域の

管理に香ねられる。特に、非地域住民の不特定多

数による利用の翻整には、広威的対策が重要であ

る。そして、沿岸域管理の統一的な基準作成は広

域で行ってこそ有効である。この点で重森が主張

するように、沿岸域管理においては、中央集樋的

な菅理も必要である")0 訟岡も経済学から沿岸峨

菅理を考える場合、 3つのレベルでの分析が必要

と述べている“」それは①プロジェクトレベルで

の経済性社会的評価、②小地域レベルでの沿岸

域開尭評価、 @広成レベルでの開発評価経済政

置であるロこの分析でも、やは り狭域と広践の両

方での問題解決の必要性が指摘されている。

また二重情造を持つ管理を想定した場合には、

管理の計画主体と実行主体を分離できるという利

点も出てくる。Lowryω は、政情立案や計画を担

当する政府の!行政レベルから、実際に施行する

別のレベルへの移行では管理内容の不統ーが起こ

る問題占を指摘している。しかし、計画と施行を

同じ組織が行うことのデメリ γ トの方が大きい。

実際アメリカ合衆国の沿岸峨管理からの教訓と し

て、 G吋schalket al凶は、計画ステージと実行ス

テージの分離の必要性を指摘している。さらにオ

ーストラ')アのグレートパリアリーフ海中公園管

理局での沿岸域管理では、連邦政府カ唱十面を樹立



M 

し、州政府が現地での管理輩務を情け負っている。

以上のように、本研究では、三角形による沿岸

域利用の構造モデルと、 三角錐による沿岸域管理

の構造モデルを提案した。さらに、この構造モデ

ルに基づき、沿岸域管理におけるこ重構造の必要

性に言及した。総合的沿岸域菅理システムの般計

が今後行われる際には、こうしたモデルが有用で

あると予想される。今雄、圏内で総合的沿岸域菅

理についての議論や実践が本格化する際に、沿岸

域管理の基本的要件や背後にある特性についての

1異論がさらに活発化することが望ましい。
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